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1. はじめに 

2024 年 8 月 23 日、ブラジルのデータ保護当局である ANPD は、ブラジルの一般個人データ保護法（Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais。以下「LGPD」といいます。）に基づく個人データの越境移転に関

して、個人データの越境移転に関する規則（以下「本規則」といいます。）と標準契約条項を公表しました。 

本稿では、LGPDにおける個人データの越境移転規制を確認しつつ、本規則の概要及び本規則により今後求

められる対応について解説します。 

 

2. LGPDの越境移転規制 

LGPD では、以下の①ないし⑨のいずれかに該当する場合に限り、個人データの越境移転が認められていま

す（33条）。 

① LGPDと同等の個人データ保護水準を有する国へ移転する場合（十分性認定） 

② 管理者が、以下のいずれかの方法により、LGPDで定められた諸原則、データ主体の権利及びデータ保

護の体制を遵守することを保証する場合 

a. 特定の移転のための特定の契約条項 

b. 標準契約条項 

c. 拘束的企業準則 

d. 認証及び行動規範 

③ 国際司法共助のために、公的機関、捜査機関又は訴追機関の間で移転する場合 

④ データ主体又は第三者の生命若しくは身体の保護のために移転する場合 

⑤ ANPDが移転を承認した場合 

⑥ 国際協定等で合意された約束に基づき必要である場合 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/documentos-de-publicacoes/lgpd-en-lei-no-13-709-capa.pdf/
http://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/documentos-de-publicacoes/regulation-on-international-transfer-of-personal-data.pdf/
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⑦ 公共政策又は公共サービスの実施のために移転する場合 

⑧ データ主体が具体的かつ明確に同意した場合 

⑨ 管理者が法令上の義務を遵守するために必要な場合、データ主体が当事者である契約の締結若しくは

契約の準備に必要な場合、又は司法、行政若しくは仲裁手続における権利行使に必要な場合 

 

LGPD 上、十分性認定（①）が与えられた国・地域や、標準契約条項（②）の内容等の詳細については ANPD

が定めることとされており、これまで明らかではありませんでした。 

そのため、従来の対応としては、標準契約条項（②）として EU SCC 等を用いるか、データ主体の同意（⑧）

を根拠とする企業が多かったのではないかと思われます。 

 

3. 本規則の概要 

このような中、ANPDが本規則を公表したことにより、LGPDの越境移転規制についての詳細が明らかとな

りました。 

本規則は、越境移転の根拠（上記 2.）のうち、①と②a.ないし c.を対象としており、それぞれについて、越

境移転の根拠とするために ANPD 及び管理者が採るべき対応等が定められています。 

また、ANPD のウェブサイトにおいて、本規則に関するガイド及び FAQ（以下「本ガイド」といいます。）

が公表されていますので、こちらも参考になります。 

以下、順に確認していくこととします。 

 

(1) 十分性認定（Adequacy Decision） 

ANPD は、外国の個人データ保護の水準が LGPD と同等であると認める国・地域に対して十分性認定を与

えることができるところ、本規則では、ANPDが十分性認定を与えるためのプロセスが定められています。 

ANPD が特定の国・地域に十分性認定を与えたときは、ANPD のウェブサイト上で公表されることとなっ

ていますが、本稿執筆時点で十分性認定が与えられている国・地域はありません。 

 

(2) 標準契約条項（Standard Contractual Clauses） 

ANPD が採択した標準契約条項（以下「本 SCC」といいます。）は、本規則とともに公表されており、こち

らの ANNEX IIにて全文を確認することができます。本 SCC の目次は以下のとおりです。 

セクション 1 総則 

第 1条 当事者の特定 

第 2条 目的 

第 3条 再移転 

第 4条 当事者の責任 

セクション 2 必須条項 

第 5条 目的 

第 6条 定義 

第 7条 適用法令及び ANPD の監督 

第 8条 解釈 

第 9条 ドッキング条項 

第 10条 当事者の一般的義務 

第 11条 センシティブ個人データ 

第 12条 児童及び青少年の個人データ 

第 13条 データの適正利用 

第 14条 透明性 

第 15条 データ主体の権利 

第 16条 セキュリティインシデントの報告 

第 17条 責任及び損害賠償 

第 18条 再移転に係る保護措置 

第 19条 アクセス要求通知 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/assuntos-internacionais/international-affairs
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/documentos-de-publicacoes/regulation-on-international-transfer-of-personal-data.pdf/
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/documentos-de-publicacoes/regulation-on-international-transfer-of-personal-data.pdf/
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第 20条 処理の終了及びデータの消去 

第 21条 データ処理におけるセキュリティ 

第 22条 移転先国の法令 

第 23条 輸入者による条項の不履行 

第 24条 裁判管轄 

セクション 3 セキュリティ措置 

セクション 4 追加条項及び付属書類 

 

本 SCCは、単一のモジュールで構成されており、EU SCCのように管理者／処理者の組み合わせに応じて

モジュールを選択する必要はありません。また、EU SCCと同様、本 SCCを有効に用いるためには各条項

を変更してはならないとされているため、本 SCCの条項をそのまま使用することとなります。 

なお、本 SCC は、ANPD に届け出ることまで求められていませんが、本 SCC を根拠にデータ移転を行う

場合、本 SCC が公表されてから 12 ヶ月以内、すなわち、2025 年 8月 23日までに締結する必要がありま

す。 

 

また、他の国・地域が採択する標準契約条項について、ANPDが本 SCCと同等であると認めた場合、本 SCC

と同等の標準契約条項（Equivalent Standard Contractual Clauses）として、当該標準契約条項もデータ移

転の根拠となります。 

そのため、例えば、EU SCC や ASEAN MCCなどの標準契約条項について、今後 ANPDが本 SCCと同等

と認めれば、当該標準契約条項も LGPDに基づく越境移転の根拠とすることができることになります。 

本稿執筆時点において、本 SCC と同等であると認める標準契約条項は存在しませんが、今後、同等の標準

契約条項として認められるものがあれば、本ガイド内で公表されることが予定されています。 

 

(3) 特定の契約条項（Specific Contractual Clauses） 

本 SCC を使用することができないことが証明された例外的な場合に限り、本 SCC 以外の特定の契約条項

を越境移転の根拠として用いることができます。 

特定の契約条項は、本 SCCが保証するものと同水準のデータ保護を提供するものでなければならず、特定

のデータ移転の特殊な状況に適合したものでなければならなりません。 

また、添付書類とともに契約条項の全文を ANPDに提出し、事前承認を得なければなりません。 

 

(4) 拘束的企業準則（Binding Corporate Rules） 

拘束的企業準則には、少なくとも以下の内容が含まれている必要があります。 

① データ移転の説明（個人データの種類、処理の方法及び目的、法的根拠、データ主体の類型など） 

② データの移転先国 

③ 企業グループ又はコングロマリットの体制（関係企業のリスト、処理における各企業の役割及び個人

データを処理する各企業の連絡先など） 

④ 拘束的企業準則を遵守する企業グループ又はコングロマリットの全構成員（従業員を含む。）に対する

拘束力の決定 

⑤ 処理に関する責任の区分及び責任を負う企業の表示 

⑥ 適用されるデータ主体の権利及びその行使方法の表示 

⑦ 拘束的企業準則の検討プロセス及び ANPDの事前承認の取得に関する規定 

⑧ LGPD の諸原則、データ主体の権利及びデータ保護体制の遵守が十分であるとの保証に変更があった

場合、特に、企業グループ又はコングロマリット内の企業が拘束的企業準則の遵守を妨げる外国の法的

決定の対象となった場合に ANPDへ通知する規定 

 

拘束的企業準則を根拠とする場合も、添付書類とともにその全文を ANPD に提出し、事前承認を得なけれ

ばなりません。 
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(5) その他必要な対応 

本規則では、本 SCC、特定の契約条項、又は拘束的企業準則を越境移転の根拠とする場合に、透明性の観

点から以下の措置を講じることが求められています。 

a. データ主体が要求した場合、原則として 15日以内に本 SCC、特定の契約条項、又は拘束的企業準則の

全文へのアクセスを提供すること 

b. データ移転に関する以下の情報を、簡潔、明確、正確かつ分かりやすく、ポルトガル語でウェブサイト

（専用のウェブページ又はプライバシーポリシー等）において公表すること 

⚫ 移転の形式、期間、特定の目的 

⚫ 移転先の国 

⚫ 管理者の身元及び連絡先 

⚫ 管理者によるデータの共同利用（shared use of data）及びその目的に関する情報 

⚫ 処理を実施する代理人の責任及び採用されたセキュリティ措置 

⚫ データ主体の権利及びその行使の方法 

 

4. 企業における今後の対応 

本規則の一番のポイントは、本 SCCが公表されたことにあります。 

これまでは、データ主体の同意以外ですと、標準契約条項を越境移転の根拠としつつ、グループ内データ移

転契約などにおいて EU SCC などの他国の標準契約条項を適用させていた企業も少なくないのではないか

と思われます。これらの企業においては、本規則の公表により、2025年 8月 23日までに本 SCCに差し替

えることを検討する必要があります。 

他方で、今後、本 SCCの移行期間中に、ANPDが新たに十分性認定又は同等の標準契約条項を決定する可

能性がありますので、本 SCCへの移行期間を前提に、ANPDの動向を踏まえて対応することもあり得ると

ころです。 

いずれにせよ、ブラジルの越境移転規制については、今後も詳細について動きがあると思われることから、

ANPD の新たな公表を含め、注視していく必要があります。 

 

以 上 
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